
測量機器及び測量成果の検定機関に関する基準及び登録要領 

平成２３年 ４月 ６日  国地達第１７号 

平成２６年 ４月 ３日  国地達第１６号 

令和 ２年１２月２１日  国地達第２３号 

令和 ４年 ３月 ３日  国地達第 ２号 

令和 ５年 ３月３０日  国地達第 ４号 

最終改正  令和 ６年 ６月２４日  国地達第１２号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要領は、測量法（昭和２４年法律第 １８８号）第４条に規定する基本測量におけ

る、測量機器の検定又は測量成果の検定を行おうとする機関（以下「検定機関」という。）の

資格基準及び登録要領を定め、基本測量における測量精度の確保及び事務処理の効率化を図

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 技術的能力 登録審査の模擬検定に合格する能力をいう。 

二 組織の体制が確立されている機関 検定を適正かつ確実に実施するために、職員及び役

員、設備並びに業務内容が適切で、組織の責任者、財源及び組織構成等が明確であり、経

理的基礎がある機関をいう。 

三 公平性を確保できる機関 検定を公正かつ公平に実施する機関として、検定を受ける法

人等との間に次に掲げるいずれかに該当する関係がない機関をいう。 

ア 資本関係 親会社と子会社の関係、又は親会社を同じくする子会社同士の関係

イ 人的関係 機関において検定の総合的な技術管理を行う者（以下「技術管理者」とい

う。）、検定を実施する者（以下「検定者」という。）又は検定者の指導を受けて検定を補

助する者（以下「検定補助者」という。）が、検定を受ける法人の職員を現に兼ねている

関係

ウ ア又はイと同視しうると認められる関係

エ その他利害の影響を受けることがあると認められる関係

四 実務経験年数 実際に検定に関する業務に携わった年数をいい、同一年度において６０

日以上従事した場合を１年として取り扱うものとする。 

五 基準点測量等 基本測量及び公共測量における測地測量をいう。 

六 地図作成等 基本測量及び公共測量における地形測量及び写真測量並びにそれらに関す

る測量をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要領に定める測量機器及び測量成果の検定の適用範囲は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 測量機器の検定は、測量機器性能基準（平成１３年国地達第２８号）に定める機器を適



用範囲とし、測量機器に応じた検定区分（以下「測量機器検定区分」という。）により行う

ものとする。なお、測量機器検定区分については、測量機器性能基準第２条に定める測量

機器の種類とする。 

二 測量成果の検定は、基本測量の作業規程その他要領（以下「作業規程等」という。）に定

める測量成果を適用範囲とし、測量成果に応じた検定区分（以下「測量成果検定区分」と

いう。）により行うものとする。なお、測量成果検定区分は別表のとおりとする。 

 

（登録対象機関） 

第４条 この要領に定める登録対象機関は、次の各号に掲げる検定機関とする。 

一 測量機器検定区分の全部又は一部を検定する機関 

二 測量成果検定区分の全部又は一部を検定する機関 

 

第２章 測量機器の検定機関の資格基準等 

（測量機器の検定機関の資格基準） 

第５条 測量機器の検定機関は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。 

一 測量機器の検定機関として、技術的能力を有すること。 

二 測量機器の検定機関として、組織の体制が確立されている機関であること。 

三 測量機器の検定機関として、公平性を確保できる機関であること。 

四 測量機器性能基準を満たす測量機器検定要領を備えていること。 

五 技術管理者及び検定者を、検定を行う事務所毎に、それぞれ１名以上有していること。 

六 測量機器の検定機関は、原則として次に掲げる機器及び装置等を備えていること。 

イ コリメータ 

ロ レーザ干渉計 

ハ 気泡管検定器 

ニ 周波数カウンタ 

ホ 標尺検定装置 

ヘ 比較基線場（国土地理院に登録されたものに限る。） 

ト 国家計量標準との関連が明確である測量機器 

チ その他関連する機器 

 

（測量機器の検定機関における技術管理者及び検定者の配置） 

第６条 測量機器の検定機関は、技術管理者として、測量士の登録後、基準点測量等について

１３年以上の実務経験年数を有する者を配置するものとする。なお、基準点測量等の実務経

験は、次の各号に掲げるものとする。 

一 基準点測量等に従事 

二 基準点測量等の請負測量業務において、主任技術者（管理技術者）又は作業班長として

従事 

三 基準点測量等の請負測量業務において、監督職員として従事 

四 次項で規定する検定者として従事（検定者として実施した検定に不備があった場合は、

その年度の検定者としての実務経験は認めないものとする。） 

五 その他前各号の実務経験に相当すると認められるもの 

２ 測量機器の検定機関は、検定者として、機器検定に関して３年以上の実務経験年数を有す



る者を配置するものとする。なお、機器検定に関する実務経験は、次の各号に掲げるものと

する。 

一 測量機器メーカー及び測量機器の校正実施機関における検査（機器販売店における修理

は除く。）に従事 

二 基準点測量等において、測量機器の検定及び点検が作業規程等で規定されている業務に

従事 

三 測量機器に関して、検定補助者として従事（検定補助者として補助した検定に不備があ

った場合は、その年度の検定補助者としての実務経験は認めないものとする。） 

四 その他前各号の実務経験に相当すると認められるもの 

３ 第１項及び前項に規定する技術管理者及び検定者は、兼務できないものとする。  

４ 第１項及び第２項に規定する技術管理者及び検定者は、同一期間において複数の検定機関

に従事することはできないものとする。 

 

（測量機器の検定機関における検定補助者の配置） 

第７条 測量機器の検定機関は、検定補助者を配置することができる。 

２ 一の検定補助者を、同一期間において複数の検定機関に配置することはできないものとす

る。 

 

第３章 測量成果の検定機関の資格基準等 

（測量成果の検定機関の資格基準） 

第８条 測量成果の検定機関は、基準点測量等又は地図作成等の成果検定について、次の各号

に掲げる基準を満たすものとする。 

一 測量成果の検定機関として、技術的能力を有すること。 

二 測量成果の検定機関として、組織の体制が確立されている機関であること。 

三 測量成果の検定機関として、公平性を確保できる機関であること。 

四  作業規程等を満たす測量成果検定要領を備えていること。 

五 技術管理者及び検定者を、基準点測量等又は地図作成等の成果検定を行う事務所毎に、

それぞれ１名以上有していること。 

六  測量成果の検定に必要な計算及び点検用プログラム並びにプログラムの実行等に必要な

機器及び装置を備えていること。 

 

（測量成果の検定機関における技術管理者及び検定者の配置） 

第９条 測量成果の検定機関は、技術管理者として測量士の登録後、基準点測量等又は地図作

成等について１３年以上の実務経験年数を有する者を配置するものとする。なお、基準点測

量等又は地図作成等の実務経験は、次の各号に掲げるものとする。 

一 基準点測量等又は地図作成等に従事 

二 基準点測量等又は地図作成等の請負測量業務において、主任技術者（管理技術者）又は

作業班長として従事 

三 基準点測量等又は地図作成等の請負測量業務において、監督職員又は検査職員として従

事 

四 次項で規定する検定者として従事（検定者として実施した検定に不備があった場合は、

その年度の検定者としての実務経験は認めないものとする。） 



五 その他前各号の実務経験に相当すると認められるもの 

２  測量成果の検定機関は、検定者として測量士の登録後、それぞれ基準点測量等又は地図作

成等について次の各号の実務経験を有する者を配置するものとする。 

一 基準点測量等又は地図作成等に３年以上従事 

二 基準点測量等又は地図作成等の請負測量業務において、主任技術者（管理技術者）又は

作業班長として３年以上従事 

三 基準点測量等又は地図作成等の請負測量業務において、監督職員又は検査職員として３

年以上従事 

四 基準点測量等又は地図作成等の実務経験を 1 年以上有し、測量士の登録後、基準点測量

等又は地図作成等の検定補助者として３年以上従事（検定補助者として補助した検定に不

備があった場合は、その年度の検定補助者としての実務経験は認めないものとする。） 

五 その他前各号の実務経験に相当すると認められるもの 

３ 第１項及び前項に規定する技術管理者及び検定者は、基準点測量等又は地図作成等の成果

検定において、兼務できないものとする。 

４ 第１項及び第２項に規定する技術管理者及び検定者は、同一期間において複数の検定機関

に従事することはできないものとする。 

５ 第１項及び第２項に規定する技術管理者及び検定者は、技術的能力を維持するため、別に

定める要件を備えるものとする。 

 

（測量成果の検定機関における検定補助者の配置） 

第１０条 測量成果の検定機関は、検定補助者を配置することができる。 

２ 検定補助者は、測量士又は測量士補として登録されている者とする。 

３ 一の検定補助者を、同一期間において複数の検定機関に配置することはできないものとす

る。 

 

第４章 検定機関の登録等 

（検定機関の申請） 

第１１条 第４条に規定する検定機関として登録を受けようとする者は、院長に対し、次に掲

げる事項を記載した測量機器検定機関登録申請書（別記様式第１）又は測量成果検定機関登

録申請書（別記様式第２）を提出するものとする。 

一 検定機関名及び所在地 

二 測量機器検定区分（第４条第一号の登録に限る。） 

三 測量成果検定区分（第４条第二号の登録に限る。） 

四 技術管理者、検定者及び検定補助者 

五 検定に用いる機器及び装置等一覧（第４条第一号の登録に限る。） 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 定款又はこれに準ずる書類 

二 組織の構成が明示されたもの 

三 検定要領 

四 技術管理者、検定者及び検定補助者の実務経歴書 

五  その他院長が必要として提出を求めた書類 

 



（審査） 

第１２条  院長は、検定機関として登録を受けようとする者から、前条に規定する測量機器検

定機関登録申請書又は測量成果検定機関登録申請書の提出があった場合は、これを受理し、

次の各号に掲げる審査を行うものとする。 

一 書類審査 

二  模擬検定 

三 現地確認 

四 その他必要な審査 

 

（検定機関の登録） 

第１３条  院長は、第１１条の規定による申請が、第５条から第７条まで又は第８条から第１

０条までに規定する検定機関の資格基準等（以下「資格基準等」という。）の全てに適合する

と認める場合は、測量機器検定機関名簿又は測量成果検定機関名簿（以下「検定機関名簿」

という。）に登録するとともに、登録した旨を申請者に対し検定機関登録通知書（別記様式第

３）により通知するものとする。 

２ 院長は、第１１条の規定による申請が、資格基準等に適合しないと認める場合は、その理

由を示して、その旨を申請者に通知するものとする（別記様式第４）。 

なお、資格基準等に適合しないと認めた場合でも、再度の登録申請を妨げるものではない。 

３ 第１１条の規定による申請にあたり虚偽又は重大な過失があった場合は、当該事実を知っ

た日から１年間登録申請ができないものとする。 

４ 検定機関名簿は、企画部に備えるものとする。 

５ 検定機関名及び所在地等は、国土地理院ホームページから公開するものとする。 

 

第５章 登録の変更等 

（登録の変更） 

第１４条 前条第１項の登録を受けた検定機関（以下「登録検定機関」という。）は、第１１条

に規定する申請内容を変更しようとする場合は、原則として、変更しようとする２週間前ま

でに、検定機関変更登録申請書（別記様式第５）に必要な書類を添え、院長へ提出するもの

とする。 

２ 院長は、前項の規定による申請があった場合には、次の各号に掲げる審査を行うものとす

る。ただし、当該申請に第１１条第１項第二号又は第三号の変更（削除する場合を除く。）が

含まれる場合は、第１２条第一号から第四号までの審査を行うものとする。 

一 書類審査 

二 その他必要な審査 

３ 院長は、第１項の規定による申請が、資格基準等に適合すると認める場合は、検定機関名

簿の登録内容を変更するとともに、変更した旨を申請者に対し検定機関変更登録通知書（別

記様式第６）により通知するものとする。 

４ 前条第２項及び第３項の規定は、第１項の申請について準用する。 

 

（登録の更新） 

第１５条 第１３条第１項の登録は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、その効力を失う。 



２ 第１１条、第１３条及び前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 

３ 第１項の登録及び検定要領の更新の申請は、登録の有効期間の満了の日及び更新を受ける

べき日の１ヶ月前から行うことができる。 

４ 第１項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下「登録の有効期間」という。）

の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期

間の満了の日後もその処分があるまでの間は、なおその効力を有するものとみなす。 

５ 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録

の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

 

 （適合命令） 

第１６条 院長は、登録検定機関の検定機関名簿の登録内容、検定実施又は検定結果に関して

疑義が生じた場合には、登録検定機関に対し、資格基準等への適合を確認するための必要な

措置をとることができる。その結果、資格基準等に適合しないと認める場合は、その登録検

定機関に対し、資格基準等に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

（登録の取消し等） 

第１７条 院長は、登録検定機関が前条の規定による命令に違反した場合は、検定機関名簿か

ら当該登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずること

ができる。 

２ 院長は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当する場合は、検定機関名簿から当該登

録を取り消すことができる。 

 一 引き続き２年以上検定機関の業務を行わない場合 

 二 登録内容、検定実施又は検定結果に関して虚偽又は重大な過失があった場合 

３ 院長は、第１項により登録検定機関の検定業務の停止を命ずる場合は、その理由及び期間

を示して、申請者に対し検定機関業務停止命令書（別記様式第７）を交付するものとする。 

４ 院長は、第１項及び第２項により検定機関名簿から当該登録を取り消した場合は、その理

由を示して、取り消した旨を申請者に対し検定機関登録取消通知書（別記様式第８）により

通知するものとする。 

５ 第２項により検定機関名簿から当該登録を取り消された登録検定機関は、その処分のあっ

た日から１年間登録申請ができないものとする。 

 

 （申請による登録抹消） 

第１８条 登録検定機関は、第１３条第１項の登録の抹消の申請を行おうとする場合は、検定

機関登録抹消申請書（別記様式第９）を院長へ提出するものとする。 

２ 院長は、前項による申請が行われた場合は、検定機関名簿から当該登録を抹消するととも

に、抹消した旨を申請者に対し検定機関登録抹消通知書（別記様式第１０）により通知する

ものとする。 

 

第６章 雑則 

（雑 則） 

第１９条 この要領の運用に関して必要な事項は、企画部長が別に定める。 

 



（例外規定） 

第２０条 国土地理院が自ら実施する測量機器の検定及び測量成果の検定については、別の定

めによる。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この達は、平成２３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

第２条 測量機器及び測量成果の検定機関に関する基準及び登録要領（平成１３年国地達第１

８号）第８条による登録（以下「旧登録」という。）は、平成２３年５月３１日をもって効力

を失う。 

２ 旧登録を受けている者が、第１１条による申請をした場合において、前条で規定する期日

までにその申請に対する処分がなされないときは、その処分があるまでは、旧登録は、なお

効力を有するものとみなす。 

３ 前項の場合において、第１３条による登録がなされた場合、その登録の有効期間は、平成

２３年４月１日から起算するものとする。 

 

附 則 

 この達は、平成２６年４月１日から適用する。 

 

附 則 

 この達は、令和２年１２月２３日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この達は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この達の施行前に院長が登録した測量機器及び測量成果検定機関は、この達による改

正後の要領に基づき院長が再度審査を行うものとする。 

２ 院長は、前項の審査の結果に基づき検定機関名簿の登録事項を変更するとともに、検定機

関登録通知書（別記様式第３）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、当該登録の有効期間は、この達の施行前に行われた第１３条第１項

の登録の有効期間の残存期間とする。 

 

附 則 

１ この達は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この達の施行前に、改正前の規定に基づき実施した審査により判定した測量機器及び測量

成果検定機関の登録については、なお有効とする。 

 

附 則 

１ この達は、令和６年６月２４日から施行する。 



２ この達の施行前に、改正前の規定に基づき実施した審査により判定した測量機器及び測量

成果検定機関の登録については、なお有効とする。 
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